
広島市人事委員会規則第５号 
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初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。  

 

広島市人事委員会  

委員長 飯 岡 久 美  

 

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規  

則 

第１条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和５４年広島市人

事委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。  

 
「 

   
「 

   

 ５４    ５３    

  ５５     ５４    

  ５６     ５４    

  ５７     ５５    

  ５７     ５５    

  ５８     ５６    

  ５８     ５６    

  ５９     ５７    

  ５９     ５７    

別表第７のアの表中  
 ６０   

を  
 ５８   

に、  
 ６０    ５８   

  ６１     ５９    

  ６１     ５９    

  ６２     ６０    

  ６２     ６０    

  ６３     ６１    

  ６３     ６１    

  ６４     ６２    

  ６４     ６２    

  ６５  
」 

  ６３  
」  

 

       



「 
   

「 
    

１８    １７     

 １９     １８     

 ２０     １８     

 ２１     １９     

 ２２   
 

 １９   
  

 ２３    ２０   

 ２４     ２０     

 ２５     ２１     

 ２６     ２２     

 ２７  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」   

  ２３  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」  

  

 ２８  
を  

 ２４  
に、  

 

 ２９   ２５   

 ３０    ２６    

 ３１    ２７    

 ３２    ２８    

 ３３    ２９    

 ３３    ３０    

 ３４    ３１    

 ３４    ３２    

 ３５    ３３    

 ３５    ３４    

 ３６    ３５    
       
         

「 
   

「 
    

４２    ４１     

 ４３     ４２     

 ４４     ４２     

 ４５     ４３     

 ４５     ４３     

 ４６     ４４     

 ４６     ４４     

 ４７     ４５     

 ４７     ４５     

 ４８     ４６     

 ４８     ４６     

 ４９     ４７     

 ４９     ４７     

 ５０     ４８     

 ５０     ４８     

 ５１     ４９     

 ５１     ４９     

 ５２     ５０     

 ５２     ５０     

 ５３     ５１     

 ５３     ５１     
         



 

 

 

 

 

 

         
 

「 
   

「 
   

 ６２    ６１    

  ６３     ６２    

  ６４     ６２    

  ６５     ６３    

  ６６     ６３    

  ６７     ６４    

同表のエの表中  
 ６８   

を  
 ６４  

 に、  
 ６９    ６５  

  ６９     ６６    

  ７０     ６７    

  ７０     ６８    

  ７１     ６９    

  ７１     ７０    

  ７２  」   ７１  」  
       

 
 ５４   

を  
 ５２   

に改め、  
 ５４    ５２   

 ５５     ５３     

 ５５     ５３     

 ５６     ５４     

 ５６     ５４     

 ５７     ５５     

 ５７     ５５     

 ５７     ５６     

 ５８     ５６     

 ５８     ５７     

 ５８     ５７     

 ５９     ５７     

 ５９     ５８     

 ５９     ５８     

 ６０     ５８     

 ６０     ５９     

 ６０     ５９     

 ６１     ５９     

 ６１     ６０     

 ６２     ６０     

 ６２     ６０     

 ６３  」   ６１  」   
       

「 
   

「 
    

７８    ７７     

 ７９     ７８     

 ８０     ７８     

 ８１     ７９     

 ８１     ７９     
      



 

         
 

「 
   

「 
   

 ５４    ５３    

  ５５     ５４    

  ５６     ５４    

  

 ５７   

 
 ５５   

  ５７    ５５   
      

 ８２    ８０   

 ８２     ８０     

 ８３     ８１     

 ８３     ８１     

 ８４  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」 

  ８２  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」 

  

 ８４    ８２    

 ８５    ８３    

 ８５    ８３    

 ８６    ８４    

 ８６    ８４    

 ８７    ８５    

 ８７    ８５    

 ８８    ８６    

 ８８    ８６    

 ８９    ８７    

 ８９    ８７    

 ９０  
を  

 ８８  
に改め、  

 ９０   ８８  

 ９１    ８９    

 ９１    ８９    

 ９２    ９０    

 ９２    ９０    

 ９３    ９１    

 ９３    ９１    

 ９３    ９２    

 ９４    ９２    

 ９４    ９３    

 ９４    ９３    

 ９５    ９３    

 ９５    ９４    

 ９５    ９４    

 ９６    ９４    

 ９６    ９５    

 ９６    ９５    

 ９７    ９５    

 ９７    ９６    

 ９８    ９６    

 ９８    ９６    

 ９９    ９７    
       



 ５８    ５６   

  ５８     ５６    

 
 ５９   

 
 ５７   

 
 ５９    ５７   

同表のクの表中  
 ６０   

を  
 ５８   

に、 
 ６０    ５８   

  ６１     ５９    

  ６１     ５９    

  ６２     ６０    

  ６２     ６０    

  ６３     ６１    

  ６３     ６１    

  ６４     ６２    

  ６４     ６２    

  ６５  」   ６３  」  

       
         

「 
   

「  
   

１８    １７    

 １９     １８    

 ２０     １８    

 ２１     １９    

 ２２     １９    

 ２３     ２０    

 ２４     ２０    

 ２５     ２１    

 ２６     ２２    

 ２７     ２３    

 ２８  
 を  

 ２４  
 に、  

 ２９   ２５  

 ３０     ２６    

 ３１     ２７    

 ３２     ２８    

 ３３     ２９    

 ３３     ３０    

 ３４     ３１    

 ３４     ３２    

 ３５     ３３    

 ３５     ３４    

 ３６  」   ３５  」   
      
        

「 
   

「 
   

４２    ４１    

 ４３     ４２    

 ４４     ４２    

 ４５     ４３    

 ４５     ４３    
        



 ４６     ４４    

 ４６     ４４    

 ４７     ４５    

 ４７     ４５    

 ４８     ４６    

 ４８     ４６    

 ４９     ４７    

 ４９     ４７    

 ５０     ４８    

 ５０     ４８    

 ５１     ４９    

 ５１     ４９    

 ５２     ５０    

 ５２     ５０    

 ５３     ５１    

 ５３     ５１    

 ５４  
 を  

 ５２   
に改め、  

 ５４   ５２   

 ５５     ５３    

 ５５     ５３    

 ５６     ５４    

 ５６     ５４    

 ５７     ５５    

 ５７     ５５    

 ５７     ５６    

 ５８     ５６    

 ５８     ５７    

 ５８     ５７    

 ５９     ５７    

 ５９     ５８    

 ５９     ５８    

 ６０     ５８    

 ６０     ５９    

 ６０     ５９    

 ６１     ５９    

 ６１     ６０    

 ６２     ６０    

 ６２     ６０    

 ６３  」   ６１  」   
      
        

 
「 

   
「 

   

 ６２    ６１    

  ６３     ６２    

  ６４     ６２    

  ６５     ６３    

  ６５   
 

 ６３   
       



 ６６    ６４   

 ６６    ６４   

  ６７     ６５    

  ６７     ６５    

同表のケの表中  
 ６８   

を  
 ６６   

に、 
 ６８    ６６   

  ６９     ６７    

  ６９     ６７    

  ７０     ６８    

  ７０     ６８    

  ７１     ６９    

  ７１     ６９    

  ７２     ７０    

  ７２     ７０    

  ７３  」   ７１  」  
       

「 
   

「 
    

３０    ２９     

 ３１     ３０     

 ３２     ３０     

 ３３     ３１     

 ３４   
 

 ３１   
  

 ３５    ３２   

 ３６     ３２     

 ３７     ３３     

 ３８     ３４     

 ３９  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」  

  ３５  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」  

  

 ４０  
を  

 ３６  
に、  

 

 ４１   ３７   

 ４２    ３８    

 ４３    ３９    

 ４４    ４０    

 ４５    ４１    

 ４５    ４２    

 ４６    ４３    

 ４６    ４４    

 ４７    ４５    

 ４７    ４６    

 ４８    ４７    
       
         

「 
   

「 
    

５４    ５３     

 ５５     ５４     

 ５６     ５４     

 ５７     ５５     

 ５７     ５５     
         



 

 

「 
   

「 
   

       

 １４    １３    

  １５     １４    

  １６     １４    

  １７     １５    

  １８     １５    

  １９     １６    
         

 ５８     ５６     

 ５８     ５６     

 ５９     ５７     

 ５９     ５７     

 ６０     ５８     

 ６０     ５８     

 ６１     ５９     

 ６１     ５９     

 ６２     ６０     

 ６２     ６０     

 ６３     ６１     

 ６３     ６１     

 ６４     ６２     

 ６４     ６２     

 ６５     ６３     

 ６５     ６３     

 ６６   
を  

 ６４   
に改め、  

 ６６    ６４   

 ６７     ６５     

 ６７     ６５     

 ６８     ６６     

 ６８     ６６     

 ６９     ６７     

 ６９     ６７     

 ６９     ６８     

 ７０     ６８     

 ７０     ６９     

 ７０     ６９     

 ７１     ６９     

 ７１     ７０     

 ７１     ７０     

 ７２     ７０     

 ７２     ７１     

 ７２     ７１     

 ７３     ７１     

 ７３     ７２     

 ７４     ７２     

 ７４     ７２     

 ７５  」   ７３  」   
       



  ２０     １６    

  ２１     １７    

  ２１     １８    

  ２２     １９    

  ２２     ２０    

 

 ２３   

 

 ２１   

 
 ２３    ２１   

 ２４    ２２   

 ２４    ２２   

  ２５     ２３    

  ２６     ２３    

  ２７     ２４    

  ２８     ２４    

  ２９     ２５    

  ３０     ２６    

  ３１     ２７    

  ３２     ２８    

  ３３     ２９    

  ３４     ３０    

  ３５     ３１    

  ３６     ３２    

  ３７     ３３    

  ３８     ３４    

  ３９     ３５    

  ４０     ３６    

  ４１     ３７    

  ４２     ３８    

  ４３     ３９    

  ４４     ４０    

  ４５     ４１    

  ４６     ４２    

  ４７     ４３    

  ４８     ４４    

 
 ４９   

 
 ４５    

 ５０    ４６   

  ５１     ４７    

  ５２     ４８    

同表のコの表中  
 ５３   

を  
 ４９   

に改める。  
 ５３    ５０   

  ５４     ５１    

  ５４     ５２    

  ５５     ５３    

  ５５     ５４    

  ５６     ５５    

  ５６     ５６    

  ５７     ５７    

  ５８     ５７    

  ５９     ５８    

  ６０     ５８    

  ６１     ５９    

  ６１     ５９    
         



  ６２     ６０    

  ６２     ６０    

  ６３     ６１    

  ６３     ６１    

  ６４     ６２    

  ６４     ６２    

  ６５     ６３    

  ６５     ６３    

  ６６     ６４    

  ６６     ６４    

  ６７     ６５    

  ６７     ６５    

  ６８     ６６    

  ６８     ６６    

  ６９     ６７    

  ６９     ６７    

  ６９     ６８    

  ７０     ６８    

  ７０     ６９    

  ７０     ６９    

  ７１     ６９    

  ７１     ７０    

  ７１     ７０    

  ７２     ７０    

  ７２     ７１    

  ７２     ７１    

  ７３     ７１    

  ７３     ７２    

  ７４     ７２    

  ７４     ７２    

  ７５  」  
  ７３  」  

 
       

 

第２条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改

正する。  

別表第１のアの表５級の項中第８号を第９号とし、第７号の次に次

の１号を加える。  

 ８ 安佐北食育交流センターの所長の職務  

第３条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改

正する。  

 
「 

   
「  

   

 １    ２    
         



  １     ３    

  １     ４    

  １     ５    

 
 ２   

 
 ５   

 
 ３    ６   

  ４     ６    

  ５     ７    

  ５     ７    

  ６     ８    

  ６     ８    

  ７     ９    

  ７     １０    

  ８     １１    

  ８     １２    

  ９     １３    

  １０     １４    

  １１     １５    

  １２     １６    

  １３     １７    

  １４     １７    

  １５     １８    

  １６     １８    

  １７     １９    

  １８     １９    

  １９     ２０    

  ２０     ２０    

  ２１     ２１    

  ２１     ２２    

  ２２     ２３    

  ２２     ２４    

  ２３     ２５    

  ２３     ２６    

  ２４     ２７    

  ２４     ２８    

  ２５     ２９    

  ２５     ２９    

  ２６     ３０    

  ２６     ３０    

  ２７     ３１    

  ２７     ３１    

  ２８     ３２    

  ２８     ３２    

  ２９     ３３    

  ２９     ３３    

  ３０     ３４    

別表第７のアの表中  
 ３０   

を  
 ３４   

に、  
 ３１    ３５   

  ３１     ３５    

  ３２     ３６    

  ３２     ３６    

  ３３     ３７    
         



  ３３     ３７    

  ３４     ３８    

  ３４     ３８    

  ３５     ３９    

  ３５     ３９    

  ３６     ４０    

  ３６     ４０    

  ３７     ４１    

  ３７     ４１    

  ３８     ４２    

  ３８     ４２    

  ３９     ４３    

  ３９     ４３    

  ４０     ４４    

  ４０     ４４    

  ４１     ４５    

  ４１     ４６    

  ４２     ４７    

  ４２     ４８    

  ４３     ４９    

  ４３     ４９    

  ４４     ５０    

  ４４     ５０    

  ４４     ５０    

  ４５     ５０    

  ４５     ５１    

  ４５     ５１    

  ４５     ５１    

  ４６     ５１    

  ４６     ５１    

  ４６     ５１    

  ４７     ５２    

  ４７     ５２    

  ４７     ５２    

  ４８     ５２    

  ４８     ５２    

  ４８     ５２    

  ４８     ５３    

  ４９     ５３    

  ４９  」   ５３  」  
       
         

「 
   

「 
  

２９    ３０   

 ３０     ３０   

 ３０     ３１   

 ３０     ３１   

 ３１     ３２   

 ３１     ３２   

 ３１     ３３   

 ３２   
を  

 ３３   
に改め、  

 ３２    ３３   
       



 ３２     ３４   

 ３３     ３４   

 ３３     ３４   

 ３４     ３５   

 ３４     ３５   

 ３５     ３５   

 ３５  」   ３６  」 
     

         
 

「 
   

「  
   

 ５    ６    

  ６     ７    

  ６     ８    

  ７     ９    

  ７     １０    

 

 ８   

 

 １１   

  ８    １２   

 ９    １３   

  １０     １４    

  １１     １５    

 
 １２   

 
 １６   

 
 １３    １７   

  １４     １７    

  １５     １８    

  １６     １８    

  １７     １９    

  １８     １９    

  １９     ２０    

  ２０     ２０    

  ２１     ２１    

  ２１     ２２    

  ２２     ２３    

  ２２     ２４    

  ２３     ２５    

  ２３     ２５    

  ２４     ２６    

  ２４     ２６    

  ２５     ２７    

  ２５     ２７    

  ２６     ２８    

  ２６     ２８    

  ２７     ２９    

  ２７     ２９    

  ２８     ３０    

  ２８     ３０    

  ２９     ３１    

  ２９     ３１    

同表のイの表中   ３０   を   ３２   に改め、 
      



 ３０    ３２   

  ３１     ３３    

  ３１     ３３    

  ３２     ３３    

  ３２     ３４    

  ３３     ３４    

  ３３     ３４    

  ３３     ３５    

  ３４     ３５    

  ３４     ３５    

  ３４     ３６    

  ３５     ３６    

  ３５     ３６    

  ３５     ３７    

  ３６     ３７    

  ３６     ３７    

  ３６     ３８    

  ３７     ３８    

  ３７     ３８    

  ３７     ３９    

  ３８     ３９    

  ３８     ３９    

  ３９     ３９    

  ３９     ４０    

  ３９     ４０    

  ３９     ４０    

  ４０     ４０    

  ４０     ４１    

  ４０     ４１    

  ４１     ４１    

  ４１     ４１    

  ４１     ４２    

  ４２     ４２    

  ４２     ４２    

  ４２     ４２    

  ４２  」   ４３  」  
       

 
 

「 
   

「  
   

 ６１    ６２    

  ６２     ６３    

  ６２     ６４    

  ６３     ６５    

同表のエの表中  
 ６３   

を  
 ６５   

に改め、 
 ６４    ６６   

  ６４     ６６    

  ６５     ６７    
         



  ６６     ６７    

  ６７  」   ６８  」  

       
         
 

「 
   

「  
   

 １    ２    

  １     ３    

  １     ４    

  １     ５    

  ２     ５    

 

 ３   

 

 ６   

  ４    ６   

 ５    ７   

  ６     ７    

  ７     ８    

 
 ８   

 
 ８   

 
 ９    ９   
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附 則 

（施行期日等）  

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和

８年１月７日から、第３条の規定及び附則第５項の規定は、令和８年４

月１日から施行する。  

２ 第１条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規

則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、令和７年４月１日から

適用する。  

（経過措置）  

３ 令和７年４月１日からこの規則の施行の日の前日までの間において、

新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等に

おける号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員

のうち、改正後の規則の規定による号給が第１条の規定による改正前の



初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以下「改正前の規則」とい

う。）の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日におけ

る号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の

規定による号給とするものとする。  

４ この規則の施行の日から令和８年３月３１日までの間において、新た

に給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等

における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職

員（個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職

員を除く。）のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要が

あると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、

なお従前の例によることができる。  

５ 第３条の規定の施行の日前に職務の級を異にして異動した職員及び人

事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、そ

の者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と

の均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところに

より、必要な調整を行うことができる。  

６ 前３項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人

事委員会が定める。  


